
友好都市締結に向けて（イギリス　ハル市・ビバリー町）
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双葉町のこれからの１０年を描く計画づくりを、双葉町のこれからの１０年を描く計画づくりを、

いま、皆さんとともに進めています。いま、皆さんとともに進めています。

双葉ではじめる双葉ではじめる

～ワクワクする～ワクワクする 暮らし・学び・挑戦～暮らし・学び・挑戦～

［特集］双葉町復興まちづくり計画［特集］双葉町復興まちづくり計画

「双葉町復興まちづくり計画（第四次）基本理念」より「双葉町復興まちづくり計画（第四次）基本理念」より

　令和９年４月から始まる「双葉町復興まちづくり計画（第四次）」では、

双葉町のこれから１０年間のまちづくりの方向性を示していきます。

　町民の皆さんをはじめ、さまざまな立場の方からいただいた意見を大切

にし、計画づくりを進めています。

　まずは、これからのまちの未来を示す「基本構想」について、考え方や

ポイントを分かりやすく紹介します。

双葉町の最上位の計画であり、生活環境、教育、産業、福祉、交流等の

まちづくり施策のすべてを網羅し、双葉町の大きな方向性を定めるものです。

この計画を実現していくために、あらゆる分野で取組を進めていきます。

・

・

皆さんの意見を

大切にし、計画づくりを

進めています！

令和９年度からの１０年

を見すえた計画です！
皆さんと一緒に

進めていきます

復興まちづくり

計画とは

復興まちづくり計画を構成する３つの層

この１０年間に目指す町の将来像や

まちづくりのイメージ「こんなまちにしたい」

計画の顔となる、

町の将来像の「合言葉」
基本理念 基本構想基本構想

基本計画基本計画

実施計画実施計画

基本目標

大切な
考え方

基本理念を実現する上で

大切な３つの考え（全分野）

基本理念を実現する上で

必要な５つの分野別目標

基本構想の実現に必要な事業の方向性

「こんな取組が必要」

基本計画を支える具体的な事業

「いつどのくらいの規模でなにをするか」

基本構想

基本計画

実施計画

実施計画（３年間）　毎年度見直し

前期基本計画（５年間）

令和９年度 令和１３年度 令和１８年度

基本構想（１０年間）

後期基本計画（５年間）

第
三
次
計
画

）

双葉ではじめる双葉ではじめる

～ワクワクする～ワクワクする 暮らし・学び・挑戦～暮らし・学び・挑戦～

［特集］双葉町復興まちづくり計画

「双葉町復興まちづくり計画（第四次）基本理念」より
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双葉ではじめる双葉ではじめる

１.１.

４.４. ５.５.

３.３.

～ ワクワクする 暮らし・学び・挑戦ワクワクする 暮らし・学び・挑戦 ～

日常的なつながり

基
本
目
標

基
本
理
念

大
切
な
考
え
方

暮らしの節目での関わり

安心して暮らせる土台を整え、双葉町に関わるすべての人とともに、人の営みを原動力に、

学びと挑戦が日常にあふれる双葉町を目指して復興を進める

帰還に関わらず、様々な形で町との
つながりを持ち続けられることを大
切にします。

子育て、定年後などの節目ごとに、それ
ぞれの形で町と関わりを持てるようにし
ていきます。

双葉町との
多様な関わり方

双葉町の

情報に触れる・

交流する

双葉町を訪問する

祭り・イベントに

参加する

お試し居住をする

双葉町にも拠点を設けて

二地域居住、ワーケーション

双葉町で生活

を営む

双葉町で活動を

企画・実施する

双葉町の産品

を購入する

土地や住宅、農地の活用を通じ

て、双葉町の住まいや法人等に

よる営農を支える

関わりの入口

行き来する関わり

暮らしに根差した関わり

●

●

●

●

●

●

●

●

●

第四次計画基本構想

町外で生活されている町民の皆さんへ

１. みんなでつくる双葉

・ 町に関わる全ての人がそれぞ

れの立場でまちを育てていく

安全で住みよいまち

いきいきと健やかなまち 関わりあえるまち

挑戦が生まれるまち

・ 駅周辺を中心と

したコンパクト

なまちづくり

・ 生涯にわたり、いきいき

と活躍できる安心ある暮

らし

・ 町に関わるすべての

人が、多様な関わり

方を持てる機会を広

げる

・ 日々の暮らし

　をよりよくす

　る小さな実践・

　挑戦

２. 双葉らしさ

・町の魅力や価値を掘り起こす

・町民の誇りと愛着を育む

３. 未来へのまなざし

・ 限られた資源を活かし、効率的

で効果的なまちづくりを進める

２.２.学び・文化が広がるまち

・ 大人から子ども

までの新たな学

びを展開 　
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これらに加え役場内での数十回にわ

たる庁内横断的な検討に加え、町民

意識調査（アンケート）、ダルマ市

やＨＯＭＥあう会、町の団体で構成

する復興町民委員会など、さまざま

な機会を通じて意見をいただき、基

本構想の検討に活かしてきました。
ダルマ市のブース展示 役場職員の議論の様子

中学生ワークショップ

双葉町にあったらよい施設や将来に

期待することを自由に出してもらい

ました。

遊びの場だけでなく、ダルマ市な

ど、双葉らしさの継承に関する意見

も寄せられました。

（令和７年１２月開催）

事業者座談会

若手事業者や町に関わる大学生と、

１０年後の双葉町の未来に向けて自

分たちにできることなどを話し合い

ました。

働く場、商い、にぎわいなど、実践

につながる視点を伺いました。

（令和７年１２月・８年２月開催）

（令和７年１１月・１２月開催）

町民の皆さん、中学生、事業者など、町民の皆さん、中学生、事業者など、

多様な声をまちの将来像に反映してきました多様な声をまちの将来像に反映してきました

“皆さんの思いやアイデア”

町民ワークショップ

“魅力あるまちづくり”

戻って暮らしたい

挑戦してみたい

新たに

住んでみたい

まちづくりに対する皆さんからの意見

ご参加いただいた

皆さん、ありがとう

ございました！

１０年後の双葉町の姿や、その実現

に向けて必要な取組について意見交

換を行いました。

暮らしやすさ、にぎわい、交流、移

動、地域での支え合いなど、生活に

根ざした声を伺いました。
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・

・

・

・

今回の計画で特に大切にしているのは、「みんなでつくる双葉」という考え方です。

帰還された方、移住された方、町外から関わってくださる方、皆さんが同じ目標に向

かって力を合わせながら復興を進めていく。そうした双葉町の未来を、皆さんとともに

つくっていきたいと考えています。

第四次計画は、避難指示解除後に初めて策定される復興計画であり、双葉町の土地を軸

に、まちの未来を議論できるこれまでにない重要な計画だと感じています。

・復興まちづくり計画（第四次）に 

　基づく取組を順次スタート

Tel：0240-33-0127
ホームページのトップで

掲載しています。 Email：fukko@town.futaba.fukushima.jp

・主に基本計画・実施計画について検討

・ 町政懇談会をはじめ、町に関わる様々な方と対話する

機会を大切に、計画案を検討・とりまとめ

・年度の後半にパブリックコメントを実施
・進捗を踏まえ、必要に応じて見直し

双葉町にとって大切なものをどう残し、その上でどのような町をつくっていくのか。

また、作られた計画が形だけでなく、実感を持って進められていくためにも、多様な方

の声がこの計画に反映されることを願っています。

計画案の検討・とりまとめ

１０年後の双葉町への期待や、これからのまちづくりへの１０年後の双葉町への期待や、これからのまちづくりへの

想いを伺いました。想いを伺いました。

皆さまの声

今後のスケジュールについて

伊澤　史朗（いざわ　しろう）町長

山根　辰洋（やまね　たつひろ）さん

計画に基づく取組の推進

双葉町復興推進課
双葉町

双葉町のホームページで計画の検討状況をお

知らせしていきます！
お問い合わせ先

令和８年度 令和９年度～

（双葉町芸術文化団体連絡協議会　会長）

・

・

双葉町の復興について多くの意見や思いが寄せられていることに、改めて、この町の歩

みは多くの方の関わりによって支えられているのだと感じています。

町の将来について町内外で議論が重ねられていること自体に、双葉町が大切にしてきた

人と人とのつながりが表れているように思います。私自身もその一員として、そのつな

がりを大切にしながら、双葉のこれからを学び、考えていきたいです。

木幡　穰清（こわた　しげきよ）さん
（双葉町役場）

双葉の人たちが戻ってきたくなるような、明るくワクワクする町になってほしいです。・

・ 実際に暮らしていると、人が来てくれることや集まれる場所の大切さを強く感じます。

そんなつながりを大事にしたまちづくりを期待しています。

石井　満征（いしい　みゆき）さん
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令
和
８
年
度
が
ス
タ
ー
ト
し
て
１

カ
月
が
過
ぎ
、
町
内
の
木
々
も
新
緑

が
ま
ぶ
し
い
季
節
と
な
り
ま
し
た
。

　

４
月
１
日
に
は
双
葉
町
役
場
庁
舎

に
お
い
て
職
員
辞
令
交
付
式
を
行
い

ま
し
た
。
新
規
採
用
職
員
10
人
を
は

じ
め
、
任
期
付
職
員
14
人
、
国
や
県

か
ら
派
遣
さ
れ
た
職
員
７
人
、
さ
ら

に
茨
城
県
東
海
村
、
神
奈
川
県
相
模

原
市
及
び
宮
城
県
仙
台
市
か
ら
派
遣

さ
れ
た
職
員
４
人
が
新
た
に
加
わ
り

ま
し
た
。

　

令
和
８
年
度
は
第
３
期
復
興
・
創

生
期
間
が
ス
タ
ー
ト
す
る
重
要
な
年

で
あ
り
、
双
葉
町
の
未
来
を
左
右
す

る
大
切
な
５
年
間
に
な
る
た
め
避
難

指
示
の
解
除
を
進
め
る
こ
と
は
も
と

よ
り
、
町
内
イ
ン
フ
ラ
の
再
整
備
や

交
流
人
口
の
拡
大
な
ど
に
向
け
た
施

策
を
チ
ー
ム
双
葉
の
一
員
と
な
っ
て

取
り
組
む
よ
う
訓
示
し
ま
し
た
。

　

４
月
６
日
に
は
天
皇
皇
后
両
陛
下

と
愛
子
内
親
王
が
初
め
て
双
葉
町
を

ご
訪
問
さ
れ
ま
し
た
。
東
日
本
大
震

災
・
原
子
力
災
害
伝
承
館
に
お
い

て
、
高
村
館
長
、
岩
本
町
議
会
議
長

と
共
に
ご
一
家
を
お
迎
え
し
、
双
葉

町
の
帰
還
状
況
や
復
興
へ
の
取
組
な

ど
を
ご
説
明
し
ま
し
た
。

　

今
回
の
福
島
ご
訪
問
に
際
し
て

は
、
震
災
の
記
憶
を
若
い
世
代
へ
継

承
し
た
い
両
陛
下
の
強
い
希
望
が

あ
り
、
今
回
の
愛
子
内
親
王
の
来
訪

へ
と
つ
な
が
っ
た
と
伺
っ
て
お
り

ま
す
。

　

震
災
か
ら
15
年
と
い
う
歳
月
が
流

れ
た
今
も
な
お
、
被
災
地
の
現
状
を

自
ら
の
目
で
確
か
め
、
人
々
の
声
に

耳
を
傾
け
続
け
る
両
陛
下
の
御
姿

に
、
復
興
に
寄
り
添
い
続
け
る
思
い

を
感
じ
ま
し
た
。

　

私
た
ち
も
そ
の
思
い
を
受
け
、
改

め
て
町
の
復
興
に
全
力
で
取
り
組
む

所
存
で
す
。

　

町
へ
の
帰
還
を
果
た
し
て
か
ら
３

年
８
カ
月
が
経
過
し
、
よ
う
や
く
居

住
人
口
が
２
０
０
人
を
超
え
た
ば
か

り
で
す
。
双
葉
町
の
復
興
を
加
速
さ

せ
る
た
め
に
、
今
後
10
年
の
ま
ち
づ

く
り
の
指
針
と
な
る
双
葉
町
復
興
ま

ち
づ
く
り
計
画
（
第
四
次
）
の
策
定

を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

復
興
ま
ち
づ
く
り
計
画
は
、
生
活

環
境
・
教
育
・
産
業
・
福
祉
な
ど
の

ま
ち
づ
く
り
施
策
を
網
羅
す
る
町
の

最
上
位
計
画
で
あ
り
、
大
き
な
方
向

性
を
定
め
る
も
の
で
す
。

　

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
基
盤
を
整

え
、
双
葉
町
に
関
わ
る
す
べ
て
の
人

と
と
も
に
、
人
の
営
み
を
原
動
力
と

し
て
、
学
び
と
挑
戦
が
日
常
に
あ
ふ

れ
る
ま
ち
の
実
現
を
目
指
し
、
ま
ち

づ
く
り
を
進
め
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

　

今
回
の
特
集
記
事
で
は
、
双
葉
町

復
興
ま
ち
づ
く
り
計
画
（
第
四
次
）

の
基
本
構
想
や
考
え
方
に
つ
い
て
ま

と
め
て
お
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧

い
た
だ
き
、
今
後
と
も
、
町
の
復
興

に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

町
民
の
皆
さ
ま
へ

双
葉
町
長

伊
澤　

史
朗
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駅西住宅管理組合長ファストフード店経営

國分信一さん山本敦子さん

愛子内親王からは

「どのようにコミュ

ニティの再生を行っ

「一番の人気メニュー

は何ですか」と愛子

内親王から尋ねられ

ているのですか」と尋ねられました。

「コミュニケーションを増やし、仲良

くなるよう努めています」と説明する

とご一家が大きくうなずく姿が印象的

でした。教訓を継承しようとする姿を

垣間見ることができました。

たので、「スペシャルカツサンドです」

とお答えしました。陛下には２０２１

年にオンラインで懇談した際のことを

覚えていていただきました。次の夢は

「天皇陛下にカツサンドを召し上がっ

ていただくこと」です。

　４月６日、双葉町にある東日本大震災・原子力災害伝承館において天皇、皇后両陛下と愛子
内親王が東日本大震災からの復興状況をご視察されました。
　伊澤町長から両陛下と愛子内親王に東日本大震災の発生当時の様子をはじめ、町の帰還状況や
復興への取組などの説明を行いました。
　その後、両陛下と愛子内親王は被災した町民とご懇談されました。

天皇、皇后両陛下と愛子内親王が天皇、皇后両陛下と愛子内親王が
双葉町を視察されました双葉町を視察されました

ご一家をお出迎えする伊澤町長

献花台に供花される天皇、皇后両陛下、愛子内親王 会場には多くの方が集まりました

浜野行政区長

髙倉伊助さん

津波で地域一帯が流

されたことをご一家

にお伝えしたとこ

沿道の町民などに手を振るご一家

ろ、天皇陛下からは「震災当時はつら

かったでしょう」と温かい言葉を掛け

ていただきました。この言葉を糧にし

て体の動くうちはお世話になった人に

少しでも恩返しをしたいと思います。
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▽ 

総
務
課
付
・
課
長
補
佐　

富
澤
和
績
（
住
民

生
活
課
・
課
長
補
佐
兼
帰
町
準
備
係
長
）

▽ 

総
務
課
・
総
括
主
任
主
査
兼
管
財
係
長　

吉
津
雄
一
郎
（
総
務
課
・
主
任
主
査
兼
管

財
係
長
）

▽ 

健
康
福
祉
課
・
主
任
主
査
兼
福
祉
係
長
兼
子

育
て
支
援
係
長　

堤
愛
子
（
健
康
福
祉
課
・

主
任
主
査
兼
係
長
・
い
わ
き
支
所
）

▽ 

住
民
生
活
課
・
主
任
主
査
兼
生
活
環
境
係

長
兼
原
子
力
対
策
係
長　

秋
元
大
輔
（
住

民
生
活
課
・
主
任
主
査
兼
生
活
環
境
係
長
）

▽ 

農
業
振
興
課
・
主
任
主
査
兼
農
林
土
木
係

長　

柘
植
美
涙
（
出
納
室
・
主
任
主
査
兼

出
納
係
長
兼
管
理
係
長
）

▽ 

健
康
福
祉
課
・
主
任
主
査
兼
介
護
係
長　

相
川
允
孝
（
教
育
総
務
課
・
学
校
教
育
係

長
・
い
わ
き
支
所
）

▽ 

建
設
課
・
主
任
主
査
兼
用
地
調
整
係
長　

井
上
裕
智
（
建
設
課
・
用
地
調
整
係
長
）

▽ 

議
会
事
務
局
・
主
任
主
査
兼
総
務
係
長
兼

議
事
係
長
兼
調
査
係
長　

土
屋
美
香
（
議

会
事
務
局
・
総
務
係
長
兼
議
事
係
長
兼
調

査
係
長
）

▽ 

出
納
室
・
出
納
係
長
兼
管
理
係
長
兼
検
査

係
長　

渡
部
顕
樹
（
健
康
福
祉
課
・
福
祉

介
護
係
長
）

▽ 

総
務
課
・
財
政
係
長　

伊
澤
哲（
総
務
課
・

財
政
計
画
係
長
兼
財
政
管
理
係
長
）

▽ 

建
設
課
・
建
設
係
長　

遠
藤
竜
二
（
建
設

課
・
技
査
）

▽ 

戸
籍
税
務
課
・
管
理
徴
収
係
長
兼
賦
課
係

長　

田
中
優
馬
（
総
務
課
・
主
査
）

▽ 

健
康
福
祉
課
・
主
査　

箭
内
香
（
住
民
生

活
課
・
主
査
・
い
わ
き
支
所
）

▽ 

戸
籍
税
務
課
・
主
査
・
い
わ
き
支
所　
　

畑
山
春
菜
（
戸
籍
税
務
課
・
主
査
）

▽ 

復
興
推
進
課
・
主
査　

菅
原
智
美
（
復
興

◆
昇
格
・
昇
任
・
異
動

▽ 

参
事
兼
生
涯
学
習
課
長　

朝
田
幸
伸
（
生

涯
学
習
課
長
）

▽ 

住
民
生
活
課
長　

中
里
俊
勝
（
住
民
生
活

課
長
兼
郡
山
支
所
長
）

▽ 

建
設
課
長　

宇
名
根
良
平
（
総
務
課
付
・

課
長
補
佐
、
一
般
社
団
法
人
ふ
た
ば
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
派
遣
）

▽ 

い
わ
き
支
所
長
兼
郡
山
支
所
長
兼
主
幹
兼
課

長
補
佐
兼
生
活
支
援
・
賠
償
対
策
係
長　
　

鵜
沼
浩
二
（
主
幹
兼
埼
玉
支
所
長
）

▽ 

主
幹
兼
埼
玉
支
所
長　

井
上
智
成
（
い
わ

き
支
所
長
兼
主
幹
兼
課
長
補
佐
兼
生
活
支

援
・
賠
償
対
策
係
長
）

▽ 

建
設
課
・
総
括
主
任
技
査　

藤
本
隆
登（
建

設
課
長
（
役
職
定
年
））

▽ 

教
育
総
務
課
・
課
長
補
佐
兼
学
校
教
育
係
長
・

い
わ
き
支
所　

大
和
田
千
歳（
農
業
振
興
課
・

課
長
補
佐
兼
農
林
土
木
係
長
）

▽ 

復
興
推
進
課
・
課
長
補
佐
兼
復
興
推
進
係

長　

森
山
和
久
（
復
興
推
進
課
・
復
興
推

進
係
長
）

推
進
課
・
副
主
査
）

▽ 

総
務
課
・
主
査　

白
石
亮
佑
（
総
務
課
・

副
主
査
）

▽ 

総
務
課
付
・
副
主
査
、
一
般
社
団
法
人
ふ

た
ば
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
派
遣　

志
賀
村
哲
平

（
復
興
推
進
課
・
副
主
査
）

▽ 

建
設
課
・
副
技
査　

皆
川
雄
太
郎
（
建
設

課
・
技
師
）

◆
再
任
用
職
員

▽
生
涯
学
習
課　

高
橋
秀
行
（
任
期
延
長
）

◆
任
期
付
職
員

▽ 

戸
籍
税
務
課
・
専
門
員　

小
池
か
お
り

　
（
戸
籍
税
務
課
・
専
門
員
・
い
わ
き
支
所
）

▽
総
務
課　

小
野
川
哲
史

▽
総
務
課　

小
林
揚
男

▽
総
務
課　

蒔
田
智
裕

▽
戸
籍
税
務
課　

熊
谷
克
明

◆
新
規
採
用
職
員

▽
総
務
課　
　
　

山
田
祥
子

▽
健
康
福
祉
課　

橋
本
由
紀

▽
総
務
課　
　
　

海
老
根
光

▽
総
務
課　
　
　

佐
藤
葉
月

▽
住
民
生
活
課　

佐
々
木
宥

▽
秘
書
広
報
課　

青
柳
克
哉

▽
復
興
推
進
課　

渡
邉
燿
平

▽
健
康
福
祉
課　

平
野
花
果

▽
健
康
福
祉
課　

佐
藤
侑
輝

▽
戸
籍
税
務
課　

矢
澤
優
那

◆
特
別
職

▽
副
町
長　

平
岩
邦
弘
（
再
任
）

町
職
員
の
人
事
異
動

町
職
員
の
人
事
異
動

町
職
員
の
人
事
異
動
令
和
８
年
４
月
１
日
付
け
で
異
動
が
あ
り

ま
し
た
。（  

）
内
は
旧
職
名
等
で
す
。

　引き続き双葉町復興と再

生に向けて尽力してまいり

ますので、皆さまのご支援

とご協力をお願い申し上げ

ます。

青柳克哉

秘書広報課

趣味はカフェ巡り

です。コーヒーと

スイーツの組み合

わせは最高です。

矢澤優那

戸籍税務課

最近はレジン工作が

大好きです。毎回

気づいたら１時間

以上たっています。

渡邉燿平

復興推進課

よくバイクに乗っ

て ま す。 一 緒 に

ツーリング行きま

しょう。

佐藤侑輝

健康福祉課

日本酒が大好きで

す、美味しい日本

酒をぜひ教えてほ

しいです。

平野花果

健康福祉課

かわいい地下アイ

ドルが好きでいつ

も癒されてます！

紹 介職 員 紹 介 （新規採用職員）

平岩　邦弘
（長塚）

双葉町副町長に再任されま

した。

任期　令和８年４月１日～

　　　令和１２年３月３１日

双葉町副町長に再任双葉町副町長に再任
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▽
住
民
生
活
課　

秋
元
拓
海

▽
住
民
生
活
課　

南
原
茄
奈

▽
健
康
福
祉
課　

安
倍
め
ぐ
み

▽
健
康
福
祉
課　

伊
藤
真
紀
子

▽
建
設
課　

佐
野
秀
夫

▽
建
設
課
・
い
わ
き
支
所　

佐
々
木
次
男

▽
農
業
振
興
課　

菅
野
樹
彦

▽
教
育
総
務
課　

田
名
網
亜
矢

▽
生
涯
学
習
課　

永
沼
徹

▽
生
涯
学
習
課　

竹
前
雅
子

▽
総
務
課　

小
野
田
仁
（
任
期
延
長
）

▽
建
設
課
・
い
わ
き
支
所　

牧
野
珠
美

　
（
任
期
延
長
）

▽
建
設
課
・
い
わ
き
支
所　

中
澤
由
貴
枝

　
（
任
期
延
長
）

▽
建
設
課
・
い
わ
き
支
所　

島
崎
雄
司

　
（
任
期
延
長
）

▽
農
業
振
興
課　

大
山
弘
明
（
任
期
延
長
）

▽
健
康
福
祉
課
・
い
わ
き
支
所　

三
浦
隆

　
（
任
期
延
長
）

▽
教
育
総
務
課
・
い
わ
き
支
所　

星
健
一

　
（
任
期
延
長
）

◆
国
・
県
等
派
遣
職
員

▽
住
民
生
活
課
・
主
幹
兼
帰
町
支
援
係
長　

　

鈴
木
耕
史
〔
東
北
経
済
産
業
局
〕

▽
復
興
推
進
課
・
主
幹　

横
山
大
輔

　
〔
福
島
県
〕

▽
建
設
課
・
主
幹　

安
藤
寿
勝
〔
福
島
県
〕

▽
住
民
生
活
課
・
主
査　

山
中
万
理
江

　
〔
福
島
県
〕

▽
農
業
振
興
課
・
主
査　

仲
川
和
哉

　
〔
福
島
県
〕

▽
建
設
課
・
総
括
主
任
技
査　

樋
口
敏
男

　
〔
神
奈
川
県
〕（
任
期
付
）

▽
戸
籍
税
務
課
（
副
主
査
）　

佐
藤
丈
樹

　
〔
福
島
県
〕（
任
期
付
）

▽ 

健
康
福
祉
課・主
任
保
健
師　

武
田
静
香
〔
福

島
県
〕（
任
期
付
）（
期
間
延
長
）

▽
建
設
課
・
主
任
技
査　

長
沼
一

　
〔
福
島
県
〕（
任
期
付
）

▽
建
設
課
・
主
任
技
査　

山
口
真
一
郎

　
〔
福
島
県
〕（
任
期
付
）

▽
建
設
課　

大
出
博
道

　
〔
復
興
庁
支
援
職
員
〕（
期
間
延
長
）

◆
市
町
村
等
派
遣
支
援
職
員

▽
農
業
振
興
課　

澤
畑
洸

　
〔
茨
城
県
東
海
村
〕

▽
復
興
推
進
課　

高
松
信
宏

　
〔
神
奈
川
県
相
模
原
市
〕

▽
健
康
福
祉
課　

鈴
木
啓
太

　
〔
神
奈
川
県
相
模
原
市
〕

▽
復
興
推
進
課　

丹
野
新

　
〔
宮
城
県
仙
台
市
〕

▽
教
育
総
務
課
・
副
主
査
・
い
わ
き
支
所

　
 

川
浪
拓
也
〔
東
京
都
葛
飾
区
〕

　
（
期
間
延
長
）

◆
派
遣
期
間
の
終
了

＜

国
・
県
等
派
遣
職
員＞

▽
渡
邊
晃
教
〔
東
北
経
済
産
業
局
〕

　
（
住
民
生
活
課
・
主
幹
）

▽
片
岡
一
男
〔
福
島
県
〕

　
（
建
設
課
・
主
幹
）

▽
野
田
啓
美
〔
福
島
県
〕

　
（
復
興
推
進
課
・
主
幹
）

▽
坂
本
孝
之
〔
福
島
県
〕

　
（
農
業
振
興
課
・
主
査
）

▽
草
野
宏
季
〔
福
島
県
〕

　
（
住
民
生
活
課
・
主
査
）

▽
宮
本
和
人
〔
神
奈
川
県
（
任
期
付
）〕

　
（
総
務
課
・
主
任
主
査
）

▽
平
河
内
守
〔
神
奈
川
県
（
任
期
付
）〕

　
（
建
設
課
・
総
括
主
任
技
査
）

▽
鈴
木
正
之
〔
復
興
庁
支
援
職
員
〕

　
（
戸
籍
税
務
課
・
復
興
庁
支
援
員
）

▽
遠
藤
勝
広
〔
復
興
庁
支
援
職
員
〕

　
（
住
民
生
活
課
・
復
興
庁
支
援
員
）

▽
平
岩
竜
彦
〔
復
興
庁
支
援
職
員
〕

　
（
農
業
振
興
課
・
復
興
庁
支
援
員
）

＜

再
任
用
職
員
・
任
期
終
了＞

▽
舶
来
丈
夫
（
総
務
課
・
参
事
）

▽
志
賀
公
夫
（
健
康
福
祉
課
・
主
幹
）

＜

任
期
終
了＞

▽ 

吉
田
千
賀
男
（
健
康
福
祉
課
・
専
門
員
・

い
わ
き
支
所
）

▽
小
澤
ふ
さ
子
（
戸
籍
税
務
課
・
専
門
員
）

▽
根
津
香
代
子
（
生
涯
学
習
課
・
専
門
員
）

▽
佐
藤
葉
月
（
総
務
課
・
専
門
員
）

▽
渡
邉
燿
平
（
住
民
生
活
課
・
専
門
員
）

＜

市
町
村
等
派
遣
支
援
職
員＞

▽
石
川
友
之
〔
総
務
課
・
総
括
主
任
主
査
〕

　
（
東
京
都
板
橋
区
）

▽
佐
藤
孝
司
〔
健
康
福
祉
課
・
主
査
〕

　
（
東
京
都
江
東
区
）

▽
岡
本
直
大
〔
復
興
推
進
課
・
主
査
〕

　
（
神
奈
川
県
相
模
原
市
）

▽ 

鈴
木
真
歩
〔
健
康
福
祉
課
・
主
任
保
健
師
〕

（
神
奈
川
県
相
模
原
市
）

▽ 
長
谷
川
雅
人
〔
復
興
推
進
課
・
主
任
技
査
〕

（
宮
城
県
仙
台
市
）

▽
柳
田
哲
也
〔
建
設
課
・
副
主
査
〕

　
（
大
阪
府
枚
方
市
）

▽
松
本
幹
夫
〔
教
育
総
務
課
・
主
査
〕

　
（
茨
城
県
北
茨
城
市
）

▽
森
田
詢
平
〔
農
業
振
興
課
・
副
主
査
〕

　
（
茨
城
県
東
海
村
）

▽
原
涼
太
〔
生
涯
学
習
課
・
副
主
査
〕

　
（
長
野
県
松
川
町
）

◆
退
職
職
員
（
令
和
８
年
３
月
31
日
付
）

▽ 

柴
崎
裕
史
（
戸
籍
税
務
課
・
主
任
主
査
兼

管
理
徴
収
係
長
兼
賦
課
係
長
）

▽ 

岡
部
玲
奈
（
健
康
福
祉
課
・
副
主
任
管
理

栄
養
士
）

▽
葛
谷
千
里
（
総
務
課
・
副
主
査
）

山田祥子

総務課

趣味はサーフィン

で、景色を見ながら

浮かんでいる時が

至福の時間です！

佐々木宥

住民生活課

趣味はライブ参戦

で、好きなアーティ

ストのライブによ

く行きます。

橋本由紀

健康福祉課

英語韓国語書道。

趣味も人生も迷走

中。ご教授下さい。

佐藤葉月

総務課

双葉町出身です。

当時の思い出と共

に仕事を精進して

いきます！

海老根光

総務課

私はメタルロック

が大好きです。聴

く時はいつも正座

です。

職 員 職 員 紹 介
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職 員 紹 介職 員 紹 介 今年度新たに着任された職員を紹介します。

菅野樹彦

農業振興課

休日は畑作業、旅

行、息子の運転練習

とやることが多く

時間が足りません。

田名網亜矢

教育総務課

『人を大きく己を

小さく　腹を立て

ずに心をまるく』

私のモットーです。

竹前雅子

生涯学習課

長野県出身の乗り

鉄。趣味は温泉、

民俗芸能、トレイ

ル歩きです。

永沼徹

生涯学習課

バイクでキャン

プ！料理＆お酒を

楽しんでいます！

南原茄奈

住民生活課

爬虫類に夢中にな

り、気づけば８匹

と共に暮らしてい

ます。

佐々木次男

建設課

生涯現役人生、老

いて朽ちず、職員

十年経つ。宜しく

お願いします。

安倍めぐみ

健康福祉課

ペーパードライバー

につき、福島散策

ドライブにお誘い

ください。

佐野秀夫

建設課

趣味は風景写真撮

影。日の出前の風景

が好きですが、早

起きが苦手です。

伊藤真紀子

健康福祉課

現在ウクレレに挑

戦中です！自宅で

は保護猫２匹に癒

されています。

小野川哲史

総務課

季節やまち並みの

変化を見ることが

楽しいので、歩く

ことが好きです。

秋元拓海

住民生活課

趣味は旅行です。

今年は長野県（美ヶ

原、上高地）に行

きたいです。

小林揚男

総務課

ファイターズ・ク

ラプトン大好き、

還暦の乗り鉄おじ

さんです。

熊谷克明

戸籍税務課

走ることが生きが

いで、マラソン大

会参加のため日々

走っています。

蒔田智裕

総務課

音楽、お笑い、ア

イドルが趣味なの

で週末はどれかの

現場にいます。

任期付職員
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澤畑洸

農業振興課

（茨城県東海村）

趣味はラーメン巡りで

す。カロリーはラン

ニングで消費してい

ます。

高松信宏

復興推進課

（神奈川県相模原市）

サッカー観戦が好きで

す。男子サッカーＷ杯

開催中は寝不足御免！

丹野新

復興推進課

（宮城県仙台市）

スポーツ観戦が趣味で

す。特に野球（楽天

ファン）

鈴木啓太

健康福祉課

（神奈川県相模原市）

球技全般大好きです！

着任早々花粉症をこじ

らせましたが頑張り

ます！

仲川和哉

農業振興課

ラーメンを食べること

と麻雀が大好きです。

どちらもお誘い待って

ます！

樋口敏男

建設課

仙台出身の７０歳。

夜の森のアパートから

通勤してます。

佐藤丈樹

戸籍税務課

旅が好きです。１８切

符、車中泊等で全県制

覇目前（残すは沖縄の

み！）。

鈴木耕史

住民生活課

東北経産局から参りま

した。趣味は御朱印集

めです。よろしくお願

いします！

山中万理江

住民生活課

猫が大好きで実家にア

メショが二匹います。

猫好きの方、ぜひお話

しましょう！

横山大輔

復興推進課

温泉巡りが趣味です。

おすすめの温泉があれ

ば教えてください。

安藤寿勝

建設課

早朝散歩が日課です。

カメラ片手に双葉町

の風景を楽しんでい

ます。

国・福島県等派遣職員

市町村等派遣職員
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　双葉町では、東日本大震災及び原子力災害を受けた納税義務者等の納付すべき令和８年度の
税目について、次のとおり免除・減免します。

税目等 区　分 適用対象

固定資産税
全額減免

国による解体撤去工事に該当し、令和８年１月１日現在、その解体撤去工
事が完了していない家屋 

課税免除
（地方税法による免除） 令和８年１月１日現在、帰還困難区域にあるもの  

軽自動車税
全額減免

令和８年４月１日現在で、帰還困難区域に放置された原動機付自転車、
小型特殊自動車

申請により全額減免 上記と同様に放置された軽四輪車、二輪の小型自動車

国民健康保険税
（平成２３年３月
１１日時点）

全額減免 （１）帰還困難区域に住所のあった世帯主

全額減免 （２）平成３０年以降に避難指示が解除された区域に住所があった世帯主

２分の１減免 （３）平成２９年に避難指示が解除された区域に住所があった世帯主

通常課税 （４）上記以外の区域に住所のあった世帯主

介護保険料 双葉町公式ホームページをご確認ください。

　令和８年度の軽自動車納税通知書を発送いたしましたの

で、お手元に届きましたら車両番号などの内容をご確認く

ださい。

　現金により納付される方は、コンビニエンスストアな

どで納付できます。また、納付書に記載されていますＱＲ

コード※によりスマホアプリ等を利用した納付も可能と

なっております。なお、納期限は６月１日（月）です。

　自動車税は、毎年４月１日現在で車検証上の

所有者（割賦販売の場合は使用者）に課税され

ます。

　令和８年度自動車税の納税通知書は、５月

８日（金）に発送予定ですので、６月１日（月）

の納期限までに忘れずに納付してください。

　また身体障がい者などのための減免申請期

限は６月１日（月）、それ以外の福祉車両など

の減免申請期限は５月２５日（月）となってい

ます。

　該当する方は書類を揃えたうえで期限内に申

請してください。

　なお、避難先などへ郵便物の転送を希望され

る方は、最寄りの郵便局へ「転居届」の提出を

お願いします。

令和８年度　町税等の免除・減免について令和８年度　町税等の免除・減免について

令和８年度令和８年度

軽自動車税の納税通知書について軽自動車税の納税通知書について

令和８年度　令和８年度　

自動車税の定期課税のお知らせ自動車税の定期課税のお知らせ

【問い合わせ先】

町税全般に関すること　　　　　　　　　　　　　戸籍税務課

介護保険料・後期高齢者医療保険料に関すること　健康福祉課

☎０２４０－３３－０１３２

☎０２４０－３３－０１３１

【減免について】

※ 減免となった車両については、事務処理後に納税証明書を送付

いたします。車検期間が間近になっている場合は、お早めにご

連絡ください。

※ 町内の避難指示区域内の、平成２３年３月１２日以降に登録さ

れた車両を除く「双葉町」ナンバーの原付二輪・農耕用車両及

び２５０ＣＣ以下のバイクについては、すでに減免として取り

扱っております。また、以前廃車の意向確認書をお送りしてお

りますが、まだお返事をいただけていない方につきましては、

お早めに戸籍税務課までご連絡ください。

※ＱＲコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

ただし、（２）及び（３）の世帯主で、世帯に属する被保険者の令和７年中の基準所得額を合算した額が６００万円を超える

世帯及び世帯に住民税未申告者がいる世帯は、通常課税となります。

住民税が未申告となっている方（公的年金受給者以外で所得の申告をされていない方等）は、お早めに戸籍税務課へご連

絡ください。

※

※

減免について
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　法務省及び全国人権擁護委員連合会は、人権擁護委員法が施行された日を記念して、毎年６月
１日を「人権擁護委員の日」と定め、６月１日を中心に、全国的な啓発活動を実施しています。
　６月１日（月）に双葉町役場１階中会議室において、１０時から１５時まで特設人権相談所を開
設します。
　相談は無料です。秘密は厳守します。困りごとや悩みごとなどお気軽にご相談ください。

６月１日は人権擁護委員法が施行された日です６月１日は人権擁護委員法が施行された日です

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

町県民税
（普通徴収）

※森林環境税
を含む　

１期

６月３０日

２期

８月３１日

３期

１１月２日

４期

１２月２５日

固定資産税
１期

６月１日

２期

７月３１日

３期

９月３０日

４期

１１月３０日

軽自動車税
全期

６月１日

国民健康保

険税　　　

１期

７月３１日

２期

８月３１日

３期

９月３０日

４期

１１月２日

５期

１１月３０日

６期

１２月２５日

７期

２月１日

介護保険料
１期

７月３１日

２期

８月３１日

３期

９月３０日

４期

１１月２日

５期

１１月３０日

６期

１２月２５日

７期

２月１日

８期

３月１日

後期高齢者

医療保険料

１期

８月３１日

２期

９月３０日

３期

１１月２日

４期

１１月３０日

５期

１２月２５日

６期

２月１日

７期

３月１日

※普通徴収とは、納付書や口座振替により納めるもの（給与などから徴収される「特別徴収」を除くもの）です。

※ 町県民税と固定資産税は前納ができます。前納とは、その年度の第１期の納期限に１－４期分を全額納付することです。

　町税等は、納期限を過ぎて納付する場合、延滞金が加算されます。必ず納期限内に納付しましょう。

令和８年度の町税等の納期限

個人町民税は、１月１日時点で町内に住所がある方に

対して課税されます。（前年の１月１日から１２月３

１日までの所得で算定）

個人町民税には、一定の所得がある方に定額の負担を

求める「均等割」と、所得に応じた負担を求める「所

得割」があります。※なお、森林環境税（国税）一律

１,０００円が合わせて課税されます。

税　目 均等割額 所得割額

町民税 ３,０００円 ６％

県民税 ２,０００円 ４％

森林環境税 １,０００円 －

合計 ６,０００円 １０％

個人住民税（町県民税）

知っておきたい

税金の豆知識

その年の１月１日に土地・家屋等の資産を所有して

いる人に対して資産ごとに計算し、あわせて課税さ

れます。

税　目 課税の対象となる資産 税　率

固定資産税 土地・家屋・償却資産 1.4％

固定資産税

町内に事務所や事業所のある法人が、資本金等の額と

従業員数の規模に応じた均等割額（年５万円～３００

万円の９区分）と課税標準となる法人税額に税率を乗

じた法人税割額を合わせた税額を申告し、納付してい

ただくものです。法人税割額の税率は、６.０％です。

法人町民税

【問い合わせ先】 戸籍税務課 ☎０２４０－３３－０１３２

13 広報ふたば 令和８年５月

町税等のおしらせ



歳
入

　

１
年
間
の
す
べ
て
の
収
入
の
こ
と

自
主
財
源

　

 

町
税
や
手
数
料
な
ど
、
町
が
自
ら

の
収
入
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

財
源

依
存
財
源

　

 

国
や
県
の
意
思
で
定
め
ら
れ
た
額

を
交
付
さ
れ
た
り
割
り
当
て
ら
れ

る
財
源

町
税

　

 

町
民
税
や
固
定
資
産
税
な
ど
、
皆

さ
ん
か
ら
納
め
ら
れ
る
税
金

繰
入
金

　

 

一
般
会
計
と
特
別
会
計
、
基
金
間

な
ど
の
会
計
間
で
移
動
す
る
お
金

国
庫
・
県
支
出
金

　

 

町
が
行
う
特
定
の
目
的
の
事
業
の

た
め
に
、
国
や
県
か
ら
交
付
さ
れ

る
お
金

繰
越
金

　

前
年
度
か
ら
繰
り
越
さ
れ
る
お
金

地
方
交
付
税

　

 

全
国
一
律
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
が
受

け
ら
れ
る
よ
う
に
、
国
税
の
一
部

を
一
定
の
基
準
に
よ
り
交
付
さ
れ

る
お
金

各
種
交
付
金

　

 

所
得
税
や
自
動
車
取
得
税
な
ど
国

や
県
か
ら
配
分
さ
れ
る
お
金

財
産
収
入

　

 

町
が
持
つ
財
産
を
運
用
し
た
り
売

却
す
る
な
ど
し
て
得
ら
れ
る
お
金

諸
収
入

　

雑
入
な
ど
そ
の
他
様
々
な
収
入

使
用
料
及
び
手
数
料

　

 

住
民
票
な
ど
の
交
付
の
た
め
に
手

数
料
と
し
て
支
払
わ
れ
る
お
金

用
語
の
解
説

一般会計当初予算規模の推移

令和８年度の当初予算が決まりました
　一般会計当初予算額は前年度対比２１２億６千万円（１３０.９％）増の３７５億円となりました。
　国民健康保険特別会計などの４特別会計の予算額が２４億１,２５０万円となり、一般会計・
特別会計の総額は３９９億１,２５０万円となります。
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会　計 本年度予算額 前年度予算額 差　額 比　較
国民健康保険特別会計 13億247万3千円 12億9,163万2千円 1,084万1千円 0.8%

公有林整備事業特別会計 77万2千円 106万4千円 ▲29万2千円 ▲27.4%

介護保険特別会計 9億9,203万5千円 10億2,336万円 ▲3,132万5千円 ▲3.0%

後期高齢者医療特別会計 1億1,722万円 9,967万円 1,755万円 17.6%

計 24億1,250万円 24億1,572万6千円 ▲322万6千円 ▲0.1%

令和８年度双葉町特別会計当初予算

　平成２６年度以降において消費税率が引
き上げられたことに伴い、地方消費税交付
金の増収分については、その使途を明確化
し、社会保障施策に要する経費に充てるこ
ととされています。
　令和８年度双葉町一般会計予算における
社会保障施策関連経費への充当は、社会福
祉事業３１,１０１千円、社会保険事業２９,
８３２千円、保健衛生事業１８,８２８千円の
予定となっております。

会　計 本年度予算額

下水道事業会計

収益的
事業

収入 10億8,694万8千円

支出 10億8,694万8千円

資本的
事業

収入 1億6,374万1千円

支出 1億6,374万1千円

（１）特別会計

（２）公営企業会計

地方消費税交付金（社会保障財源分）の
使途について

　令和８年度は「双葉町復興まちづくり計画（第三次）」の最終年度であるとともに、第３期復興・
創生期間の初年度であることを踏まえ、居住人口の更なる増加に向けた住宅確保や交流人口の拡大
に繋がる取組を進めるほか、令和１０年４月の町立学校再開に向けた取組や駅東地区復興まちづく
り基本構想の具現化などに向け、様々な事業を実施してまいります。

15 広報ふたば 令和８年５月

令和８年度　当初予算



主要事業について
民生費

衛生費

文化財等収蔵庫整備事業
………………………………１１億２,２１１万１千円
中野地区復興産業拠点整備事業
…………………………………９億２,４３５万２千円

双葉町コミュニティーセンター改修事業
………………………………１１億５,２６１万３千円

複合的福祉サービス拠点整備事業
…………………………………９億２,７８４万９千円

町内防犯・防災パトロール事業
…………………………………５億８,７４６万８千円

ＩＣＴきずな支援システム運用事業
……………………………………………７,５３５万円

住宅等各種支援事業
移住定住支援体制整備事業
帰還促進住宅支援事業補助金

越田霊園改修事業
健康増進事業（健康体操など）
環境衛生整備事業（蜂の巣駆除事業）
町内美化活動支援事業

…………２億４,６９０万円
……２億８９５万１千円
………７,６００万円

……………………１,１００万円
……８５０万７千円

…３００万円
…………………８００万円

双葉駅西地区復興拠点整備事業
………………………………７８億３,８７１万５千円

総務費

教育費
教育施設整備事業 …………６４億４,９２０万９千円

清戸 横穴墓群等保存活用事業
………………………………………４,２３４万５千円

駅東地区復興まちづくり支援施設整備事業
…………………………………２億３,４７７万７千円
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令和８年度

農林水産業費
中田地区養液栽培施設整備事業
…………………………………１７億７０１万５千円

農業基盤整備促進事業
営農再開支援事業補助金
ふたばで農業やってみよう補助金

…………６,９８３万５千円
………２,８４７万７千円

…１,１０６万円
クマ被害対策事業 ………………………３８６万円

土木費
双葉運動公園整備事業
街路灯設置事業
下水道事業会計補助金
町道等環境整備・補修事業
橋梁長寿命化・補修事業

……１５億６,４４２万６千円
…………………２億５,０００万円

……８億１,０８３万７千円
……１億４,０００万円

………１億２,９８０万円

商工費
既存ストック施設改修事業
…………………………………５億４,６１７万３千円

営農再開支援水利施設等保全事業
…………………………………１億４７５万２千円

賑わい創出イベント事業補助金 ………２,２００万円

新規産業団地事業化検討事業 ………７,５００万円

プレミアム付き商品券事業 ………１,７７１万４千円
新山地区再生賃貸住宅整備事業
……………………………………１億２１９万３千円

消防費
………………１,２２７万円防災行政無線改修事業

諸支出金
福島再生加速化交付金基金積立金
……………………………………４５億６,６１１万円

17 広報ふたば 令和８年５月

令和８年度　主要事業について



〇 書類審査の合格者は、民間企業の採用試験で広く採用されている「ＳＰＩ３」を使用した筆記試験
を受験します。
〇ＳＰＩ３試験は、リクルートが運営する全国のテストセンターで受験が可能です。
〇公務員試験の勉強をしていない方でも、受験いただきやすい試験です。
〇受験の受付には、リクナビの会員登録が必要になります。

職　種 行政職 土木職・農業土木職 保健師

採用予定人員 若干名 若干名 若干名

エントリー用
ＱＲコード

行政職
（大学卒程度試験） 平成３年４月２日から平成１７年４月１日までに生まれた者

土木職・農業土木職
平成３年４月２日から平成１９年４月１日までに生まれた者であって、大学、短
期大学、高等専門学校又は大学院で、土木又は農業土木に関する専門課程を修
めて卒業又は修了した者（令和９年３月３１日までに卒業する見込みの者を含む）

保健師 平成３年４月２日から平成１７年４月１日までに生まれた者であって、保健師資
格免許所有者又は令和９年４月までに取得見込みの者

※ただし、次の各号のいずれかに該当する者は受験できません
（１）日本国籍を有しない者
（２）拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
（３）本町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者
（４） 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する

政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

受付期間

１　試験職種と採用予定人員

２　受験資格

３　試験の方法及び内容（予定）

　（１）第１次試験

令和８年５月１日（金）～令和８年６月５日（金）

試験の方法 試　験　内　容

　　・書類審査

　　・ＳＰＩ３－Ｕ

エントリーシート兼履歴書による書類審査
ＳＰＩ３－Ｕ
基礎能力検査（言語・非言語）、性格検査
受験の流れ　①リクナビサイト上でテストセンターの予約を行う。
　　　　　　②自宅等で性格適性検査を受験する。
　　　　　　③テストセンターで基礎能力検査を受験する。

（令和９年４月１日採用予定）　ＳＰＩ方式

試験の方法 試　験　内　容

集団討論
（オンライン）

集団内における個人の適応性や社会性を評価する試験

　（２）第２次試験

令和９年度　双葉町職員採用候補者試験受験案内令和９年度　双葉町職員採用候補者試験受験案内
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※ 各試験の結果は、リクナビサイト内で通知または「エントリーシート兼履歴書」に記載の電子メール
アドレスへ送信します。

　試験の結果については、個人情報の保護に関する法律第６９条第２項第１号の規定に基づき、口
頭で請求できます。（ＳＰＩ３のみの得点は、利用規約に基づき、結果の開示はできません。）
　ただし、電話、はがき等による請求では開示できません。受験者本人であることを明らかにする
顔写真入りの書類（運転免許証、学生証、旅券等）を持参のうえ、受験者本人が直接、双葉町役場
総務課へお越しください。
　なお、請求できる時間は午前８時３０分から午後５時１５分まで（土・日、祝日を除く）で、期
間は合格発表の日から起算して１カ月以内となっております。

区　　分 試　験　日　時 場　　所 合格発表

第１次試験

ＳＰＩ－Ｕ
令和８年６月１２日から
令和８年６月３０日まで

リクルートが運営する全国の
テストセンター等

７月中旬頃

第２次試験 日時・場所など詳細は、第１次試験合格者に通知します。 ８月中旬頃

第３次試験 日時・場所など詳細は、第２次試験合格者に通知します。 ９月中旬頃

４　試験の期日及び場所（予定）

①「リクナビ」へ会員登録をする。
②応募職種に対応するＱＲコードより、該当の求人ページへアクセスする。
③ 求人内にある青色の「エントリー画面へ行く」を押し、次の画面で内容を確認のうえ再度
ボタンを押すことでエントリー（応募）が可能です。
④ エントリー（応募）いただいた方に対して、エントリーシートの提出およびＳＰＩ３の受験
に関する案内をメールにて送信しますので、期日までにご対応ください。

（１）申込方法

６　受験手続

７　試験結果の開示

試験の方法 試　験　内　容

　　・論文

　　・個別面接
公務員としての資質等、職員として求める人物を評価する試験

　（３）第３次試験

【問い合わせ先】 福島県双葉郡双葉町大字長塚字町西７３番地４〒９７９－１４９５
双葉町役場　総務課　行政係 ☎ ０２４０－３３－０１２４

合格者は採用候補者名簿に記載され、令和９年４月１日以後欠員が生じた都度採用されます。（こ
の採用候補者名簿の有効期間は原則として、１年間です）

受験者本人並びに第三者に関わらず、採用を有利に運ぶ目的をもって便宜を図るための行為をした
場合は受験資格を失います。また、採用後この事実が明らかとなった場合は、採用が取り消されます。

（１）

例えば、令和９年４月１日付けで採用された場合、最低でも令和９年９月３０日までの期間は条
件附職員として役場の行政事務補助員として業務に就いていただき、適性を判断した後各課に正
職員として配属になります。したがって、正式採用は、令和９年１０月１日以後になります。また、
この条件附採用職員の期間に役場職員として相応しくないと判断された場合は、正式採用されな
い場合がありますのでご留意願います。

（２）

（注）

５　合格者の採用
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夢と希望のある「学び」へ夢と希望のある「学び」へ夢と希望のある「学び」へ ～～ ～～

双葉町教育委員会教育長

　皐月を迎え、多くの草木の花芽が輝きはじめました。新緑に彩られた山々を見ていると気持ち
も清々しくなる過ごしやすい季節です。双葉町の園児、児童・生徒の皆さんも新年度になって
１カ月が過ぎ、新しい環境のもとでの学校生活も慣れてきたところと思います。目標に向かって
自分の可能性を信じ、努力して欲しいと思います。
　町立学校においても去る４月６日（月）に、いわき市錦町で再開して以来、１３回目の入学式
を迎えました。本年度は、双葉中学校に２名の新入学生を迎え在校生とともに自己実現が叶うよう
楽しい学校生活を送ることを宣言しました。先生方をはじめ、町教育委員会としても充実した学
びとなるよう、さらには新しいこども園・学校に繋がる教育活動を進めてまいりたいと思います。
　社会教育および生涯学習事業においても、婦人学級、各種団体の年間計画が策定され、新年
度の活動がスタートしました。今月の２３日・２４日・２５日に開催される「相馬野馬追」は昭
和２７年（１９５２年）に国の重要無形民俗文化財に指定され、世界でも類を見ない「馬の祭典」
であり、地域のアイデンティティとして大切に保存されています。双葉町騎馬会も出陣いたしま
すので、ご覧いただき応援をよろしくお願いいたします。

　新年度がスタートし、新たに着任された教職員をはじめとした双葉町立幼稚園、小・中学校の
教職員全員に向けた研修会を行いました。東日本大震災および東京電力福島第一原子力発電所の
事故から１５年が経過したことを踏まえ「双葉町の現状と町立学校の役割」について、次の視点
で講話をしました。

双葉町立幼稚園、小・中学校教職員への研修会

・現在も帰還困難区域が残る自治体（特定帰還居住区域復興再生計画の策定）
・ 駅西の災害公営住宅及び再生賃貸住宅、全８６戸完成。商業施設、飲食店３店舗が
オープン。カンファレンスホテルもオープンに向けた準備が進展

Ⅰ　双葉町の現状

・平成２６年度に学校再開してから１３年目。現在、幼稚園、小・中学校に１８名が在籍
・子ども一人ひとりの実態や背景等を把握し、子どもや家庭に寄り添った組織的な対応
・少人数指導（教育）のメリットとデメリットを分析し、町立学校の「強み」に変える
・ 「内にも外にも」開かれた学校づくり（地域住民や専門機関等との連携、教職員間の連携等）

Ⅱ 町立学校の現状と役割

１．双葉郡独自の魅力的な教育・・・ 地域を題材に８町村でともに取り組む探究的な学習
「ふるさと創造学」等、次代を生きる子どもの学びの
場を広げる

２．地域や多様な人々との協働・・・ 子どもと地域との出会いを大切にしながら、学校の地
域における実践的な学び、多様な人々との関りを重視
する

３．教育を通じた絆づくり・・・・・ 学校を中心に町村や世代をこえて交流し、未来につな
がる仲間やコミュニティをつくる

Ⅲ 福島県双葉郡教育復興ビジョンへの取組「ビジョン推進の３つの柱」
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　双葉町は令和８年３月２５日、ヤマト運輸（株）と東日本大震災および東京電力福島第一原発
事故からの復興に向けたまちづくりに関する包括連携協定を締結しました。
　協定では、ゼロカーボンの推進や町の魅力発信、子ども・青少年の育成など、６つの分野で連
携します。
　今後は、持続可能な地域社会の実現と町民サービスの向上を目指し、連携した取組を進めて
いきます。

　３月２９日、赤澤亮正経済産業大臣が双葉町を視察しました。大臣の視察は、令和７年１０月
に続き２回目で、伊澤町長、岩本町議会議長が同行しました。
　はじめに、大臣はＪＲ双葉駅西側に整備された駅西住宅を視察しました。伊澤町長は、入居率

ヤマト運輸株式会社と協定締結ヤマト運輸株式会社と協定締結

赤澤経済産業大臣が町内を視察赤澤経済産業大臣が町内を視察

駅西住宅の居住者と交流する赤澤経産大臣

連携協定項目

１. 環境対策及びゼロカーボンの実現に関すること

２. 災害対策に関すること

３. 子ども・青少年育成に関すること

４. 地域の安心・安全に関すること

５. 町の魅力発信に関すること

６. まちづくり及び町民サービスに関すること

が９割を超えていること、その背景には帰
還が進む一方で全国からの移住者が増えて
いると説明しました。さらに、同じエリア
には複合的福祉サービス拠点を整備する計
画が進んでいることも紹介しました。
　駅西住宅視察の後、大臣は帰還した居住者
と、帰還後の生活や住宅の住み心地について
意見交換を行いました。
　その後、鴻草地区を視察した際には、伊澤
町長から特定帰還居住区域外の土地や家屋の
取り扱い、営農再開に向けてため池や水路の
除染などを要望しました。
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 ３⽉２３⽇、ふたば幼稚園で卒園式が
⾏われました。卒園する園児は、卒園の
気持ちを込めて歌を披露し、保護者や園
の先⽣に感謝の気持ちを伝えました。式
の最後には、保護者や先⽣たちが温かい
拍⼿を送る中、園児は堂々とした姿で次
のステージへ歩み出しました。

 ３⽉１３⽇、双葉中学校で卒業証書授与
式が挙⾏され、６⼈が卒業の⽇を迎えまし
た。式では在校⽣を代表して猪狩昊哉さん
が送辞を読み上げ、卒業⽣を代表して渡邉
琉⽣さんが答辞を述べました。

 ３⽉２３⽇、双葉南⼩学校で４⼈、双葉北
⼩学校で１⼈が卒業を迎えました。
 卒業⽣からは「感謝を込めて新しい道を歩
んでいきます」と別れの⾔葉が述べられまし
た。卒業⽣の進学先が複数になることから、
時折⽬に涙を浮かべ、同級⽣との別れを惜し
んでいました。

双葉南・北小学校・中学校卒業式及び幼稚園卒園式双葉南・北小学校・中学校卒業式及び幼稚園卒園式

ふたば幼稚園

双葉中学校

双葉南・北小学校
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 ４⽉６⽇、双葉中学校で⼊学式が⾏
われました。新しい制服に⾝を包んだ
新⼊⽣の⽥中⾥奈さん、⼿島恵都さん
の２⼈が温かな拍⼿と多くの先⽣⽅
に迎えられながら⼊場。３年⽣４⼈、
２年⽣３⼈、新⼊⽣２⼈の計９⼈によ
る希望と学びに満ちた学校⽣活が始ま
ります。

入学おめでとうございます入学おめでとうございます（双葉中学校）（双葉中学校）
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　皆様の健康づくりのお手伝いとして、保健師等による健康相談会を毎月１回開催しています。健康講
話や体操など予定しておりますので、お気軽にご参加ください。

　詳細については、下記までお問い合わせください。

【問い合わせ先】 健康福祉課　健康づくり係 ☎０２４０－３３－０１３１

長崎大学より放射線健康だより長崎大学より放射線健康だより

　普段の生活で、「自分はどのくらいの放射線を受けているのだろう」と気になったことはありませんか。
そのようなときには、「個人線量計」を使うと、日常生活の中で受けている放射線量を知ることができます。
双葉町では、「Ｄシャトル」という個人線量計を貸し出しています。Ｄシャトルは、５００円玉２枚ほどの
大きさ、重さ約２０g ほどの小さな機器で、日ごとや時間ごとに受けた線量を確認することができます。
例えば、２０２５年のある１日、午前９時から午後５時まで双葉町内の各地を訪れたところ、場所によっ
て線量の違いはみられたものの、この時間帯に受けた合計の線量は約１µSv（マイクロシーベルト）で
した。これは、胸部エックス線検査で受ける放射線量のおよそ５０分の１程度にあたります。
　このように、普段の行動記録とあわせて見ることで、「いつ、どこで、どのくらいの放射線を受けてい
るのか」を具体的に知ることができ、理解しやすくなります。気になる方は、ぜひ双葉町役場までお問い
合わせください。

　長崎大学は、放射線被ばくと健康についての相談窓口を担当しています。
　放射線と健康に関する疑問や質問がありましたら、双葉町役場健康福祉課を通じて、お気軽にお問
い合わせください。

・日　程 毎月第３木曜日

・内　容 健康相談、健康講話、体操等
・時　間 １０：００～１１：３０

開催月 内　　容

５月２１日（木） 健康に過ごすために

６月１８日（木） 心の健康づくりについて

７月１６日（木） 放射線と健康の話

８月２０日（木） 身近な薬について

９月１７日（木） 転倒予防について

１０月１５日（木） 栄養について

開催月 内　　容

１１月１９日（木） 血管を丈夫にしよう

１２月１７日（木） 心を元気にするために

１月２１日（木） 放射線と健康の話

２月１８日（木） 転倒予防について

３月１８日（木） 脳を元気にするために

・会　場 双葉町コミュニティ施設せんだん広場（住所：郡山市御前南２丁目７３）

～～ 健康相談会のご案内健康相談会のご案内 ～

【問い合わせ先】 健康福祉課　健康づくり係 ☎０２４０－３３－０１３１
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　今年度の県内での健診会場と日程は下記のとおりです。予約の準備が整いましたら、広報紙・ホーム
ページでお知らせします。
　対象の方にはハガキをお送りしますので、WEB、LINEまたはコールセンターで予約してください。
※福島市・南相馬市の会場では総合検診と乳がん検診を同日に実施します。

・国の指針に基づき、喀痰検査は実施終了しました。ご心配のある方は、医療機関で受診してください。
・総合健診会場では、県民健康調査もあわせて受けられます。
・ＷＢＣ（ホールボディー・カウンター）検査は、健診結果説明会で実施します。
　詳しい日程は健診終了後に配布する健診結果説明会チラシでお知らせします。
※１　内容は身体計測、血液検査、尿検査、血圧測定、眼底検査、心電図検査です。
　　　健康診査には特定健診、後期高齢者健康診査も含まれます。

項　目 対 象 者

健康診査（※１） ３０歳以上の男女

骨粗鬆症検診 ４０.４５.５０.５５.６０.６５.７０歳の女性

肝炎検査 ４０歳の男女

乳がん検診 ４０～８４歳の女性

子宮頸がん検診 ２０～８４歳の女性

項　目 対 象 者

が
ん
検
診

胸部レントゲン ４０歳以上の男女

胃 ３０歳以上の男女

大腸 ３０歳以上の男女

前立腺 ５０歳以上の男性

・実施時期は地区によって異なり、医療機関での個別検診となります。
・対象の方には、実施時期前に案内と受診録を送付します。対象の医療機関で受診してください。

　昨年度と同様、７～８月に結核予防会から送付される「お知らせ」をご確認のうえ、申し込みいただきます。
　その際は、総合健診・がん検診ともに避難先の健診実施医療機関での予約となります。
　詳しい申込方法や受診等については、「お知らせ」の中にあります問合せ先（結核予防会予約センター）へ
直接ご確認ください。

【子宮がん個別健診】　対象者：２０～８４歳の女性

【福島県外の健（検）診】

実 施 日 地　区 住　所 内　容

８月１８日（火） 双　葉
双葉町産業交流センター
（双葉郡双葉町大字中野字高田１－１） 総合健診・がん検診

８／２７は胃がん検診ありません８月２７日（木）
いわき

いわき新舞子ハイツ
（いわき市平下高久南谷地１６－４）８月２８日（金）

９月　３日（木） いわき 勿来市民会館（いわき市錦町上川田２１） 乳がん検診、子宮がん検診

９月１６日（水） 福　島
ウィル福島
（福島市鎌田字卸町１０番の１）

総合健診・がん検診

乳がん検診　同日実施

９月１７日（木）
いわき

勿来市民会館
（いわき市錦町上川田２１）

総合健診・がん検診
９／１８は胃がん検診ありません９月１８日（金）

９月２９日（火） 郡　山
南東北総合卸センター
（郡山市喜久田町卸１丁目１－１）

乳がん検診

子宮がん検診

１０月　５日（月） いわき 泉公民館（いわき市泉町４－１３－１１） 乳がん検診

１０月１６日（金） 白　河 サンフレッシュ白河（白河市久田野城内３１）

総合健診・がん検診１０月２０日（火）
郡　山

南東北総合卸センター
（郡山市喜久田町卸１丁目１－１）１０月２１日（水）

１０月３０日（金） 南相馬
鹿島農村環境改善センター
（南相馬市鹿島区寺内字迎田２２）

総合健診・がん検診

乳がん検診　同日実施

１１月２３日（祝・月）
会　津

会津アピオスペース
（会津若松市インター西９０）

総合健診・がん検診
１１月２４日（火）

令和８年度 総合健診・がん検診・婦人がん検診のお知らせ令和８年度 総合健診・がん検診・婦人がん検診のお知らせ

【問い合わせ先】 健康福祉課　健康づくり係 ☎０２４０－３３－０１３１
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【問い合わせ先】 建設課 ☎０２４０－３３－０１２９

太陽光発電に関する相談は建設課まで太陽光発電に関する相談は建設課まで

令和８年度令和８年度

双葉町幼稚園就園奨励費および給食費等補助制度について双葉町幼稚園就園奨励費および給食費等補助制度について

　太陽光発電設備に関するご相談は多岐にわたります。
　「どこに聞いたらよいか分からない」「まずは話を聞いてほしい」などの場合は、建設課が窓
口となり、お話をお伺いします。ご相談内容に応じて関係機関へおつなぎいたしますので、下
記までご相談ください。

※ ＱＲコードからメールでご相談いただく際は、件名に「太陽光発電相談」と
明記し、お名前、連絡先、相談内容（太陽光発電設備の具体的な場所を含む）
をご記入ください。

【問い合わせ先】 ☎０２４６－８４－５２１０教育委員会　教育総務課

　双葉町では、東日本大震災および東京電力福島第一原子力発電所事故により被災した保護者の
皆さまの経済的負担を軽減するため、お子さんを幼稚園等に通わせている保護者に対し、入園料、
保育料、給食費および教材費の一部を補助します。

※ 対象となる可能性のある方全員に、６月以降、個別に通知いたします。

※ 満３歳児保育も対象となりますが、誕生日の月から補助対象となります。下記お問い合わせ先

までご連絡の上、資料をご請求ください。

１．

２．

公立幼稚園、私立幼稚園、幼稚園型認定こども園（ただし１号認定のみ対象）に通園し

ている園児の保護者

上記１の園児および保護者は、令和８年４月１日現在、双葉町に住民登録をしている

こと。

次の要件をすべて満たしている方が補助の対象です

相談窓口 双葉町役場１階　建設課

名　称 高校生就職応援フェア 就職応援マルシェ

内　容 お子様の就職に向けた相談会 就活お役立ちイベント

場　所
相馬市総合福祉センター　はまなす館

（相馬市小泉高池３５７）
ハローワーク相双　小会議室

利用時間 ６月５日　１４：３０～１６：００ ５月１９日　９：００～１１：３０

就職に関するお知らせ就職に関するお知らせ

【問い合わせ先】 ☎０２４－５２４－２１２１福島広域雇用促進協議会
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令和８年度 富岡町移動図書館車巡回日のお知らせ令和８年度 富岡町移動図書館車巡回日のお知らせ

　富岡町の移動図書館車が来町します。皆さん、ぜひお気軽にご利用ください。

　２０２６年５月下旬（予定）から、防災気象情報が新しくなります。
　特別警報や警報、注意報は、下の表のとおり災害に直結する名称に変わります。「警戒レベル」と
「災害名」を用いることで、どんな災害がどれだけ迫っているか直感的にわかります。
　災害から身を守るために、新しい情報をご活用ください！

　また、警報を補足する情報は、緊急性の高い内容と今後の見通しを伝える内容に
分けて、わかりやすくお伝えします。
　詳しくは、「新たな防災気象情報」の特設ページをご覧ください。

防災気象情報が新しくなります！防災気象情報が新しくなります！

福島地方気象台からのお知らせ福島地方気象台からのお知らせ

【問い合わせ先】

【問い合わせ先】

☎０２４－５３４－６７２４

☎０２４０－３３－０２０６ ☎０２４０－２１－３６６５

福島地方気象台

詳しくはこちら➡

教育委員会生涯学習課 富岡町図書館

巡回日 毎月第３水曜日（４月～翌年３月）
※天候・災害などにより巡回を休止する場合があります

時　間 午後２時５０分～３時２０分

場　所 双葉町診療所前

移動図書館でできること 本の貸出・返却　読書案内や調べ物のお手伝い

利用方法 本を借りるには「図書館利用カード」が必要です。登録の際は住所と氏名の確認
ができるものをご持参ください。

利用登録できる方 双葉郡内に住民票を有する方、または双葉郡内に通勤・通学している方
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消防署からのお知らせ消防署からのお知らせ

　５月は気温が上がり、エアコンや扇風機などの電気製品を使い始めるご家庭も増えてきます。また、
これから迎える梅雨の時期は湿気が多くなり、コンセント周りの埃と湿気が重なることで火災につ
ながるおそれがあります。梅雨入り前のこの時期に、コンセント周りを確認してみましょう。

　暖かくなり、バーベキューやキャンプなど屋外で火を使う機会が増える季節です。楽しい
時間を安全に過ごすため、火の取り扱いには十分注意しましょう。

【問い合わせ先】 富岡消防署 浪江消防署☎０２４０－２２－２１１９ ☎０２４０－３４－４１１１

・プラグはコンセントの奥までしっかり差し込みましょう。

・コンセントやプラグにたまった埃は、こまめに掃除しましょう。

　長期間差しっぱなしのプラグも抜いて掃除しましょう。

・傷んだ電気コードは、使用を控えましょう。

・タコ足配線は避けましょう。

・風の強い日は、屋外での火の取り扱いを控えましょう。

・コンロは、周囲に燃えやすい物がない場所で使用しましょう。

・火のそばを離れるときは、火を消しましょう。

・消火用の水やバケツなどを準備しましょう。

・使用後の炭や灰は、水をかけるなどして完全に消しましょう。

電気火災を防ぐ

ためのポイント

火災を防ぐため

のポイント

コンセント周りの状況を確認しましょう。

屋外での火の取り扱いに注意しましょう。

　こころとからだの健康のため、運動不足を解消しましょう。
　参加をご希望の方は、事前申し込みが必要となりますので、下記問い合わせ先へご連絡ください。

●健康運動教室

会　場 開催日 時　間 問い合わせ・申込先

南東北総合卸センター 2階第 6会議室
（郡山市喜久田町卸 1丁目 1－1）

　①毎週水曜日
　②毎週木曜日
　　のどちらか
　　※５/６を除く

13:30 ～ 15:00
郡山事務所

☎ 024 －973 －5291

会　場 開催日 時　間 問い合わせ・申込先

双葉町産業交流センター大会議室
（双葉町大字中野字高田 1－1）

5月20日（水） 10:30 ～ 12:00
双葉町地域包括支援センター
☎ 0246 －84 －6729

白河市中央老人福祉センター会議室
（白河市北中川原 313）

5月29日（金） 10:00 ～ 11:30
郡山事務所

☎ 024 －973 －5291

●社協サロン

～～ ５月５月　健康運動教室・サロンのお知らせ健康運動教室・サロンのお知らせ～
双葉町社会福祉協議会
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環境省からのお知らせ環境省からのお知らせ

　環境省では、双葉町の特定帰還居住区域（鴻草、渋川、長塚、寺沢、松倉、上羽鳥、下羽鳥、目廹、

水沢、前田、新山、細谷、山田、松廹、石熊の各一部※）及びその周辺に位置する建物解体の

申請を受け付けています。　※令和８年２月に双葉町特定帰還居住区域の範囲が拡大しました。

　解体申請の窓口につきましては、令和８年４月１日より体制が変更となりました。

特定帰還居住区域の被災家屋等の解体申請について特定帰還居住区域の被災家屋等の解体申請について

・特定帰還居住区域の被災家屋等の解体申請について

※所有建物の所在地が区域範囲内か確認したい方は解体申請受付窓口までお問い合わせください。

※ 環境省が除染した家屋等は解体申請の対象にはなりません。解体の意向がある場合は解体前に家屋

等の除染を希望しないでください。

・浜通り南窓口（いわき市平字小太郎町１－６　いわきセンタービル６階）　☎０１２０－７７３－２７５

　 ＪＲいわき駅から約７００ｍ（徒歩約１０分）

　 車でお越しの方は「いわき市平十五町目駐車場」をご利用ください。受付窓口に駐車券をお持ちいた

だくと無料になります。

・浜通り北窓口（浪江町大字権現堂字上続町１２　朝田ビル１階）　☎０１２０－６０３－０１６

　ＪＲ浪江駅から約２００ｍ（徒歩約３分）　車でお越しの方はビル裏口駐車場をご利用ください。

【解体申請受付窓口】

・双葉町いわき支所１階（いわき市東田町２丁目１９－４）　☎０１２０－７７３－２７５

　毎週火・金曜日（事前相談で他曜日も対応可）

　※ご希望に応じて、双葉町役場本庁舎、申請者のご自宅等に伺います。

　　受付時間　月～金曜日（年末年始、土日祝日を除く）８：３０～１７：１５　詳しくはこちら➡

片付けゴミについて片付けゴミについて

　双葉町の特定帰還居住区域内の片付けによって生じたゴミの個別回収を実施中です。

※事業系廃棄物及びすでに避難指示解除された地域の片付けについては受け付けておりません。

申 込 先 株式会社 安藤・間（令和８年度環境省業務受託業者）

受付時間 月曜日～金曜日　８：３０～１７：００ （祝日・年末年始を除く）

連 絡 先 ☎ ０１２０－００７－８８６（フリーダイヤル）　ＦＡＸ ０１２０－００４－５５３（２４時間対応）

中間貯蔵施設について中間貯蔵施設について

・中間貯蔵施設見学会について

開催予定：５月２９日（金）、３０日（土）　　詳しくはこちら ➡

お申込み：中間貯蔵事業情報センター

〈除去土壌等の搬入状況（双葉工区）〉

昨年度は、７０,９０３㎥搬入しています。（２０１５年からの累計 :４,０２６,４２２㎥）

４月２９日（水）～５月６日（水）までの期間は、輸送を休止いたします。

※３月３１日現在
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下羽鳥地区総会下羽鳥地区総会
　３月１４日、１５日郡山市において、
下羽鳥地区の総会と交流会を開催いたし
ました。
　県内外の避難先から２７人が参加し、
来賓として伊澤史朗町長、平岩邦弘副町
長に出席いただきました。
　総会では黙とうを捧げ、伊澤町長より
町の復興状況や今後の取組状況について
お話をいただきました。次に下羽鳥・長
塚地区の農業の現状と課題や農地の利用について町の農業振興課長に説明をいただきました。
　交流会には若い方も参加していただき、お互いの様子やこれからの取組などを話し合い、有意義な時間とな
りました。
　二次会はそれぞれの部屋で語り合ったり、酒を酌み交わしたりと盛り上がりました。
　翌朝、それぞれに声を掛け合い、次回の開催を約束して散会しました。 下羽鳥地区長　堀川　光男

　令和８年３月２５日、いわき市の湯本温泉
にて下長塚行政区総会および交流会を開催し
ました。総会では区長のあいさつの後、議案
審議が行われ、すべて可決されました。今年
度は役員改選があり新区長が就任しました。
新区長には今後とも変わらぬご協力をお願い
申し上げます。総会後の交流会には、伊澤町
長、平岩副町長、森副町長のご出席をいただ
き、伊澤町長からは復興への意気込みや地域

下長塚行政区総会下長塚行政区総会

づくりについて貴重なお話をいただきました。乾杯後は歓談が続き、町長、両副町長が参加者の席を回り、皆
さんと親しく交流しました。その後は二次会も行われ、カラオケで楽しいひとときを過ごしました。翌朝は朝
食後、自由解散となり、それぞれ帰路につきました。再会を楽しみにし、元気な姿で次回お会いできることを
心待ちにしております。 福田　猛雄

　３月１９日（木）と２０日（金）に福島いこいの
村なみえで三字行政区総会・交流会が開催され、
前回よりさらに少ない１２人が参加しました。総
会では震災で亡くなられた方々に黙祷を捧げまし
た。区長あいさつの後、事業報告や会計報告、事
業計画、規約改正案、役員改選案が満場一致で可
決されました。その後の交流会には伊澤町長、平
岩副町長、森副町長にご参加いただきました。伊
澤町長から駅前のイオン開店や飲食店のオープン

三字行政区長　伊澤　和夫

三字行政区総会三字行政区総会

予定が紹介され、町民帰還の促進を目指している点を説明いただきました。交流会は森副町長の乾杯の音頭で
始まり、久しぶりの再会に話が弾み、平岩副町長の中締めで終了。二次会場へと移動し夜半まで盛り上がりま
した。翌日は別れの挨拶後、各自避難先へ帰路につきました。
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県南双樹会　慰霊祭実施県南双樹会　慰霊祭実施

　３月１１日、１４時２０分から慰霊祭を開催しまし
た。当日は集会所に祭壇を設け、地震発生時刻にはサ
イレンの音に合わせて全員で黙とうを行い、亡くなら
れた方々に哀悼の意を捧げました。
　その後は、自治会メンバーが持ち寄ったお菓子を囲
みながら、震災発生当時の出来事やそれぞれの記憶に
ついて語り合い、静かに時間を共有しました。
　震災を忘れず、これからも思いをつないでいくこと
の大切さを改めて感じるひとときとなりました。

昭和４７年度双葉中学校卒業生昭和４７年度双葉中学校卒業生　古希を迎えての同級会開催のご案内古希を迎えての同級会開催のご案内

　卒業してから早５４年が経ち、古希を迎えるにあたり、下記のとおり同級会を開催いたします。
　久しぶりに皆さまとお会いできることを心より楽しみにしております。

　遠方から来られる方で、宿泊する方は、ご自身で予約をお願いします。
　なお、準備の都合上、お手数ですが８月３１日までに出欠をお知らせください。
　皆さまのご参加を心よりお待ち申し上げております。

連絡先

日　時 令和８年１０月１４日（水）　１５：００ ～１８：００

会　費 １２,０００円（当日お持ちください）
場　所 正月荘（いわき市平大町３３　☎０２４６－２３－３１０４）

佐藤　孝 ☎０９０－４２０８－５５４３ ☎０９０－２９７０－７６９３渡邉　雄二

田中　美奈子 ☎０８０－１８４６－９３２１ 菅家　愛子 ☎０９０－６２２３－３２８９
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氏　名 生年月日 保護者 行政区

柳瀬　葵
きづき

月 　２月23日 皇紀・恵里佳 三　字

（令和８年４月１日現在）

・福島県内に避難されている方 3,688人
2,613人・福島県外に避難されている方

　了承の得られた方のみ掲載しています。

秘書広報課 ☎０２４０－３３－０１２５

氏　名 年　齢 死亡日 行政区

佐々木　親 ７９ １月２６日 鴻　草

泉田　洋三 ８５ ２月２５日 両　竹

佐藤　庄平 ９１ ２月２７日 郡　山

若松　孝男 ６４ ３月１０日 下　条

山田　良輔 ９３ ３月　６日 長塚二

菊地　ゆみ子 ７３ ３月　７日 山　田

愛澤　晃子 ９１ ３月１０日 羽　鳥

末永　テル子 ９６ ３月１９日 郡　山

全国に避難されている皆さんから寄せられた

お便りの一部をご紹介いたします

※双葉の風だよりでは皆さまからの投稿をお待ちしております。

敬称略
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役場窓口・業務一覧役場窓口・業務一覧
業務時間は月曜日から金曜日（祝日および年末年始を除く）の８時３０分から１７時１５分です。

課名 係名 主な業務 連絡先

秘書広報課 秘書広報係 町政懇談会、広報・広聴 ０２４０－３３－０１２５

総務課

行政係 情報公開・選挙管理委員会

０２４０－３３－０１２４財政係 予算編成、決算、財政健全化

管財係 公有財産管理、入札、町営住宅

復興推進課
復興推進係 復興まちづくり計画策定・推進

０２４０－３３－０１２７
商工労政係 事業再開支援、中野地区整備、観光

農業振興課

農業振興係 営農再開、新規就農、担い手育成

０２４０－３３－０１２８農林土木係 鳥獣対策、農業施設復旧

農業委員会 委員会の運営、農地法関連、農業者年金

建設課

建設係 道路河川下水道管理、都市計画

０２４０－３３－０１２９復旧復興係 除染計画、中間貯蔵施設、太陽光相談窓口

用地調整係 用地取得、補償

住民生活課

生活環境係 防災、交通安全、墓地管理

０２４０－３３－０１２６原子力対策係 原子力防災、原発に関する情報収集

帰町支援係 避難指示解除、住宅再建支援

生活支援・賠償対策係 生活支援、原子力損害賠償 ０２４６－８４－５２００

戸籍税務課

戸籍係 戸籍、住民票、マイナンバー、避難先管理

０２４０－３３－０１３２管理徴収係 税務諸証明、建物被害調査、徴収全般

賦課係 賦課全般、固定資産評価

健康福祉課

福祉係 社会福祉、障がい者福祉

０２４０－３３－０１３１

介護係 高齢者福祉、介護保険

国保年金係 国民健康保険、国民年金、子ども医療

健康づくり係 各種検診、母子保健、予防接種

子育て支援係 児童福祉、子育て支援

教育総務課
総務係 教育全般、教育行政相談

０２４６－８４－５２１０
学校教育係 児童生徒就学支援、奨学資金

生涯学習課
生涯学習係 生涯学習、文化財保護、スポーツ振興

０２４０－３３－０２０６
震災アーカイブ係 震災アーカイブの資料の調査・保存

議会事務局

総務係 議会の庶務

０２４０－３３－０３０９議事係 本会議・委員会の議事

調査係 事業、事務の調査、法規の調査

出納室

出納係 現金の出納、管理

０２４０－３３－０１３３管理係 決算の調製、出納室の庶務

検査係 工事・委託業務の検査

・いわき支所　☎０２４６－８４－５２００　

・郡山支所　　☎０２４－９７３－８０９０　

・埼玉支所　　☎０４８０－５３－７７８０

記載内容は主な業務です。詳細はこちら
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